第39号の2様式（第78条関係）

支払金口座振替依頼書　（　新規　・　変更　）
                　　（債権者コード登録届）         ※　新規・変更のいずれかを○で囲ってください。
                                                             　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会計室使用欄
	債権者コード
	
	
	
	
	
	
	（変更時のみ記入）
	
	□ 決定

	振　込　先
金融機関名
	銀　　行　
信用金庫　　　　　　　　　　　       　店
信用組合　　
	
	□　ｺｰﾄﾞ
□

	金融機関コード
（不明のとき記入不要）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 eq \o\ad(預金種別,　　　　　)
	　　　　１　普通　　　２　当座　　　４　貯蓄
	預金種別は○で囲んでください。
	
	

	 eq \o\ad(口座番号,　　　　　)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	□

	 eq \o\ad(フリガナ,　　　　　)
（左づめ）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	□

	口座名義人
	
	
	


　　　　　　　　　　　　　　私は、今後私にかかる支払金を上記の口座に振り込むことを依頼します。
江　戸　川　区　長　　殿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　　年　　　　月　　　　日　
* eq \o\ad(郵便番号,　　　　　)　　〒
*住　　　所

*事業者名
*代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
*電話番号
*業　　　種
＜注意＞　 ①　振込口座は、依頼人の口座に限ります。
2 印鑑は、請求書に使用される印鑑と同一の印鑑を
使用してください。
　　　　　　　　　　　　　　　                   
＊は必須項目です。記入もれのないようお願いします。
　事業者名等の変更の場合、変更後のものを記入願います｡口座内容については、変更が

　無い場合でもご記入ください。　　　　　　　

※　債権者登録について（平成１５年２月５日付１４収 出２２９６　全庁ＬＡＮ掲示板に掲示済・再掲）

　　　　 現在、会計室で行っている口座振替払の債権者の登録は、金銭会計事務の手引・第１篇第３章第４節８（４）②に記載のとおり、「毎月、複数の課にまたがり、かつ、今後も継続して支払う予定の債権者」を登録しています。

具体的には、下記の１)～３)のいずれかと４)に該当する場合、登録しています。（上記に該当しない場合登録をお断りする場合があります。）

1） 過去６ヶ月以内に６回以上の支払い実績がある。

2） 今後１）と同程度の支払いが見込まれる。（該当課に契約の有無等を確認させていただきます。）

3） 複数の主管課にまたがり１箇月に複数回の支払いがある（見込まれる）。

4） 同一地域に同一名称の別債権者が既に登録していないこと。

登録内容（口座番号以外にも住所・電話番号等の変更を含む）に変更がある場合は、支払の有無にかかわらず変更届が必要となります。また、支払回数の少ない債権者においては、職権により債権者コードの使用が停止になることも考えられますので、新規登録用紙を渡す場合は、配慮をお願いします。

　　　

登録完了までの期間について・・・　振込不能を避けるため、口座の有無及び口座名義人名等を照会確認後に登録するため、１週間～10日間程度の期間を要します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　コード番号については、債権者へ通知文書でお知らせします｡
　　　主管課から、債権者に登録用紙を渡す場合、必ず主管課名を記入してください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　郵送または持参先　　　　〒１３２－８５０１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　江戸川区中央１－４－１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　江戸川区役所会計室出納係　　　

業者登録している場合は、


記入してください。


業　者　番　号�
�
�
�
�
�
－�
�
�









口座振替依頼印

















会計室使用欄　　　　　　　　　　　　　　　　　処理年月日


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　通知送付年月日





※決定連絡が必要な主管課は下記に記入してください。


主管課名　　　　　　　　担当　　　　　　内線　　　　　　番号決定連絡　　要　・　不要　連絡日　





会計室受付印








